
2025  山梨県 U14 育成センター開催要項 

 

１ 目的 

日本バスケットボール協会(以降 JBA)は、世界に通用するバスケットボールを目指すた

めに「世界基準を日常に取り入れる」「世界を目指す環境」「世界を視野に入れた指導を

日常から行う」という強化・育成方針を示している。これに基づき、山梨県においても将

来日本代表となる優秀な素質を持つ選手や可能性の高い選手に定期的に良い育成環境

(練習環境・指導環境)を提供し、個を大きく育てると同時に、指導者の研鑽の場とするこ

とを目的として育成センターを開催する。 

 

２ 名称 

山梨県Ｕ１４育成センター（Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｅｒ =略称 ＤＣ） 

 

３ 主催 

一般社団法人山梨県バスケットボール協会 

 

４ 主管 

一般社団法人山梨県バスケットボール協会 ユース育成委員会 

山梨県Ｕ１５バスケットボール連盟 

 

５ 日程・会場（予定） 

 日時 男子会場 女子会場 

第１回 ９月２７日(土) １７:３０～２０:３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

第２回 １０月１８日(土) １７:３０～２０:３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立西中学校 

第３回 １１月８日(土) １７：３０～２０:３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

第４回 １２月２０日（土） １７：３０～２０：３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

第５回 １月１０日(土) １７：３０～２０:３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

第６回 １月１７日(土) ９：００～１２：００ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

第７回 

（近県交流大会） 
１月１８（日） 終日 昭和町総合体育館 

第８回 ２月７日(土) 終日※１  未定 

第９回 ２月１４日(土) １７:３０～２０:３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

関東 U14DC交歓会 
２月２１日(土) 終日 千葉県市川市塩浜市民体育館 

（男女それぞれ、どちらか１日の参加になります） ２月２２日（日） 終日 

第１０回 ３月７日（土） １７：３０～２０：３０ 甲州市立塩山中学校 甲府市立南西中学校 

山梨県 DC交流会 ３月２１日（日） 終日 小瀬スポーツ公園体育館 

※１ ２月上旬を目処に県外 DC チームとの交流ゲームを計画しています。場合によって日程や時間が変

更になる可能性があります。日程が確定し次第、改めて連絡いたします。 

※２ １月以降の活動が、高校生との交流ゲーム等に変更になる場合があります。場合によって日程や時

間が変更になる可能性があります。日程が確定し次第、改めて連絡いたします 



６ 参加資格 

（１）ＪＢＡ登録選手（外国籍でもその選手の参加がプラスと考えられる場合は、参加を

認める） 

（２）県内中学校に所属する中学２年生以下の選手 

（３）居住地・所属チーム所在地のいずれかが山梨県であること 

（４）山梨県Ｕ１４ＤＣトライアウトに参加し、これを通過した者 

※トライアウトを経て、２４名のメンバー＋高身長育成選手を選考する。 

トライアウト通過者は、９／１５（月）に 

山梨県バスケットボール協会 HP にて、通知する。 

以上の（１）～（４）をすべて満たす者 

 

７ 参加に関する確認事項 

（１）保護者の同意を必要とする。 

（２）参加者は、原則として山梨県Ｕ１４育成センター活動を優先し、参加すること。 

   ただし、全国⼤会やそれに準ずる公式戦の予選等と⽇程が重複した場合は、 

チームの活動を優先することが出来る。 

（３）飛び級の⾶び級の選⼿(優秀な選⼿で上のカテゴリーで活動する選⼿)は、 

上位・下位の DCに両⽅に参加できる。ただし、上位 DCを優先し、 

過剰負担にならないよう配慮する。 

（４）指導スタッフ・選手について、山梨県Ｕ１４ＤＣ がスポーツ安全保険へ加入する。 

（５）参加にあたっては、山梨県バスケットボール協会 HP から参加確認を行う。 

（６） 有望選手発掘・育成の観点から、年度途中での選手の入れ替えを行うことがある。 

（７）関東ＤＣ交流会（２月）参加にあたっては、参加選手１５名程度を選抜する。 

 

９ 参加料 

受益者負担の考え方により 1 回 500 円の参加料を徴収する。 

※参加辞退や欠席等による返金は致しかねます。 

※第１回活動時に１～10 回分の参加料 5,000 円を徴収させていただきます。 

※関東ＤＣ交歓会の参加にあたっては、別途遠征費（交通費・雑費含む） 

を徴収する。 

 

10 その他 

（１）申込時に記入いただいた個人情報は、本事業の諸手続き及び連絡のためだけに利

用するものであり、他の目的に利用する事はありません。 

（２）本事業で撮影された動画及び静止画の肖像権は一般社団法人山梨県バスケット

ボール協会に帰属します。 


